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はじめに

第294回の委員会では、中古住宅の売買に
おいて、買主が契約解除のため放棄した手付
金等につき、媒介業者の仲介業務による損害
と認証して買主に還付を行った宅地建物取引
業保証協会の、媒介業者に対する還付充当金
請求が認容された事例（東京高裁　平成27年
12月3日判決）を取り上げた。

Ｃ（買主）は、Ｂ（売主）との間で、Ｘ１
（媒介業者）の仲介により、中古住宅の売買
契約を締結し、手付金及び仲介手数料の半金
を支払った。しかしその直後において、土地
の登記名義人がＢではなくその亡父であり、
また、相続人の１人が行方不明であることか
ら相続登記ができず、速やかに売買取引が完
結できないことが判明した。
ＣはＢに対し白紙解除を求めたが、Ｘ１は
粘り強く契約の継続を求め、また解約する場
合はＣの手付解除によるなどとしたことか
ら、根負けしたＣは手付金を放棄し、本件売
買契約を解除した。
後日、Ｃは、Ｘ１が会員となっている宅地
建物取引業保証協会Ｙに対して、本件土地の
登記名義人がＢでないことを知っていれば、

売買契約の締結はしなかった、Ｘ１の誤った
重要事項説明により、放棄した手付金及び支
払った仲介手数料計153万円余の損害を受け
たとして、宅地建物取引業法（以下、「法」
という。）64条の8に基づく認証を求めた。
当該請求の約１年後、ＹはＣの請求額全額を
認証し、弁済業務保証金の還付をした。
本件は、Ｙ（被控訴人・原審原告）が、

Ｘ１（控訴人・原審被告）に対し、法64条の
10に基づき、当該還付額に相当する還付充当
金等の支払を求めるとともに、Ｘ１の連帯保
証人であるＸ２（控訴人・原審被告）に対し、
連帯保証債務の履行を求めた事案である。
原審は、売買目的物の所有者という基本的

事項の確認を怠り誤った説明をしたＸ１に
は、宅建業者として不動産取引上不測の損害
を被らせないよう配慮すべき善管注意義務違
反があり、Ｃの支払った手付金等はＸ１の債
務不履行と相当因果関係にある損害といえる
などとして、Ｙの請求を全部認容した。
Ｘ１らは、これを不服として控訴し、本件

土地の所有名義人の誤りについては重要事項
説明時において訂正している、売主Ｂが遺産
分割協議を成立させ所有権移転登記を行うの
にさほどの期間を要することはなかったこと
からＣは手付解除する必要がなく、Ｃは自ら
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手付を放棄し売買契約を解除したのであるか
ら手付金相当額は相当因果関係のある損害と
はいえない等と主張したが、控訴審において
も、Ｘ１には所有名義人につき誤った説明を
した仲介契約上の義務違反があり、当該債務
不履行がなければ買主Ｃは売買契約を締結す
ることもなく、手付解除により売買契約を解
除することもなかったなどとして、原審同様、
Ｘ１らの請求を棄却した。
Ｘ１らはさらに上告したが、最高裁は上告
不受理とし本件判決は確定した。

委員会では、相続登記未了物件、過重抵当
物件における仲介業者の対応等について意見
交換が行われた。詳細は「委員会における指
摘事項」を参照していただきたい。

また、委員会に先立ち行われたワーキング
グループ（不動産事業者、行政等で構成）に
おいて、仲介実務における、権利関係の確認、
相続登記未了物件・過重抵当物件の対応状況
等について、意見交換を行ったので一部紹介
する。

＜ワーキング意見＞ 
○本件判決、仲介業者の対応について
・権利関係の確認は仲介業者において、実務
上見落としが許されない、特に注意して確
認すべき事項であり、当該見落としについ
て仲介業者の責任は免れないと思われる。
・決済日が確定されていないと、後日紛争と
なる可能性があることから、売買契約書の
残金決済日は、必ず確定したものにて仲介
（または売買）をしている。本件のように、
未確定の期日を決済日とすることは実務上
考えにくい。
・仲介業者は売主・買主双方の中立的立場に
たって誠実に調整を行うべきで、本件仲介

業者はその義務に違反していると思われ
る。

・買主の放棄した手付金全額を認証した保証
協会、本件判決の判断は妥当と思われる。

○相続登記が必要な不動産の対応について
・各社とも、相続登記前の物件を取扱うこと
はなく、相続登記が完了した物件、もしく
はその完了が確実と確認された物件しか仲
介を行わないとの意見であった。

○過重抵当不動産の仲介対応について
・過重抵当不動産の売買仲介は、基本的に取
り扱わない、一括決済あるいは手付金なし
とする契約でなければ取り扱わない、など
の意見があった。

　なお、行いたくはなかったが、強く依頼さ
れ、売主・買主双方の了解のもと、仲介業
者が決済日まで手付金を預かったことがレ
アケースとしてはあるとの意見が聞かれた
一方、当該方法では、債権譲渡に対抗でき
ない等の問題が考えられ、手付金を巡る紛
争に仲介業者が巻き込まれる可能性がある
ことから、手付金を預かることはないとの
意見もあった。

○本件事案と宅建業法について
・重要事項説明における誤った登記名義人の
説明は、法35条１- １（重要事項の説明等）、
法47条１-イ（業務に関する禁止事項）に
抵触している可能性がある。
�また仲介業者が、業務に関し本来行うべき
ことを怠っていたとすれば、法31条（誠実
業務処置の原則）の規定に、買主に損害を
与えたとすれば、法65条１- １（指示及び
業務の停止）の規定に抵触している可能性
がある。

＜事務局意見＞
　本件紛争は、仲介業者において、
①　�必要な相続登記がなされていないことを
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見逃し、決済期日の目処がたたず、ずる
ずると決済が引き伸ばされる可能性のあ
る売買契約を、売主・買主に締結させた
こと

②　�実際に、その決済引き伸ばしに積極的に
関与したこと

③　�売主が資金繰りに窮していることを知り
ながら、万一白紙解除になった場合、買
主の手付金がどうなるかについての想定
をしていなかったこと

④　�買主・売主間の話し合いに際し、一方的
に売主側の肩を持ち、売主に対し「手付
金は返さなくてもよい」との発言をする

ことによって、結果買主の手付解除を誘
導したこと

が要因と思われる。
　通常、仲介業者がそのような実務を行うこ
とは考えにくいとのワーキング意見はあった
が、売買仲介実務の基本的事項である、「①
売主と登記名義人が同一であるか（相続登記
が必要でないか）の確認、②売買契約書にお
ける決済期日の確定、③過重抵当物件である
ことに十分注意した取り扱い」について、今
一度十分な確認と慎重な対応が必要であるこ
とをご認識いただきたい。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｇ：Ｂの姉 

①仲介 

亡Ｅ：Ｂの父 
   本件土地登記名義人 

Ｆ：Ｂの姉 
（契約時行方不明）

Ｂ：売 主 

Ｄ：Ⅹ１宅地建物取引主任者 

Ｉ：Ⅹ１従業員 

Ｈ：Ｃの親戚 

Ⅹ１：控訴人（原審被告） 

仲介人・宅建業者 

Ⅹ２：控訴人（原審被告） 

Ⅹ１代表者・連帯保証人

Ｃ：買 主 

Ｙ：被控訴人（原審原告）

保証協会 

①売買契約締結

①仲介 

②手付解除 

①重要事項説明 

③認証請求

 

④認証・弁済業 
務保証金還付 

⑤還付充当金請求 
（原判決：認容） 

⑥原判決取消請求 
（控訴審判決棄却） 

1 ．委員会資料

＜当事者・取引関係図＞
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＜本件売買契約の概要＞
・売買金額：13,000,000円
・手 付 金：1,300,000円
・残金支払日に関する規定：
　残金は金融機関融資実行日限り、所有権移
転登記及び保存登記の書類が完成し司法書
士が責任を持つとした時、又は登記所が受
付けると同時に、売主は家屋を引渡し、買
主は残金を売主に支払う。
・融資に関する特約の規定：
　買主の融資が不可能の場合は解除し、売主
は既に受領した全金額を買主に返還する。
・売買物件：
土地　宅地　地積115.00㎡
建物　木造２階建　居宅　
　　　延床面積127.95㎡
※なお、本件土地建物には、Ｂを債務者とす
る債権額1770万円の抵当権設定がされてい
る。

＜判決の内容＞
［主文］
１　本件控訴をいずれも棄却する。
２　控訴費用は控訴人らの負担とする。

［控訴の趣旨］
１　原判決を取り消す。
２　�被控訴人の控訴人らに対する請求をいず
れも棄却する。

［事案の概要］
１　本件は、被控訴人Ｙの社員である控訴人
Ｘ１がＢを売主、Ｃを買主とする不動産売買
契約を仲介した取引により生じたＣのＸ１に
対する債権について、Ｙが認証をし、Ｃがそ
の債権額153万6250円の弁済として弁済業務
保証金の還付を受けたことから、Ｙが、Ｘ１

に対し、宅地建物取引業法（以下「法」とい
う。）64条の10に基づいて、当該還付額に相
当する還付充当金153万6250円及びこれに対
する還付充当金納付義務の期限の翌日である
平成26年4月16日から支払済みまで民法所定
の年5分の割合による遅延損害金の支払を求
めるとともに、控訴人Ｘ２に対し、Ｘ１の上
記還付充当金納付義務を転貸保証したとし
て、その連帯保証債務の履行を求めた事案で
ある。Ｘらは、ＣのＸ１に対する上記取引に
より生じたとする債権を否認して、Ｘ１の還
付充当金納付義務を争った。

２　原審は、Ｘ１には宅建業者として不動産
取引の買主に対して同取引上不測の損害を被
らせないよう配慮すべき善管注意義務に違反
する説明義務違反があり、これにより買主で
あるＣは手付を放棄する形で売買契約を解除
することとなったのであるから、Ｘ１は、Ｃ
に対し、既払の仲介手数料23万6250円を返還
し、Ｃが売主に交付した手付金相当額130万
円を賠償する義務があると判断して、ＣのＸ
１に対する債権を認め、ＹのＸらに対する請
求を全て認容した。
Ｘらは、原審の上記判断を不服として、控

訴した。

［前提事実］
⑴　ア　Ｙは、宅地建物取引業法に基づき、
公正かつ自由な宅地建物取引に係る経済活動
の機会の確保及び促進並びにその活性化によ
る国民生活の安定向上を目的とする事業及び
一般消費者の利益の擁護又は増進を目的とす
る事業を行い、宅地建物取引に係る者の資質
の向上及び消費者の保護を図ることを目的と
し、その目的を達成するため、宅地建物取引
に関する苦情相談及び苦情解決、宅地建物取
引により生じた債権に関する弁済等の事業を
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行う公益社団法人であり、法64条の3の3号
の定めるＹの社員と宅地建物取引業に関し取
引をした者の有するその取引により生じた債
権に関し弁済をする業務等を行っている。
イ　Ｘ１は、不動産の売買及び賃貸借並びに
これらの仲介、斡旋等を目的とする株式会社
たる宅地建物取引業者であり、平成25年当時、
Ｙの社員であった。
ウ　Ｘ２は、Ｘ１の代表取締役であり、平成
22年２月、Ｙとの間で、Ｘ１が法64条の10の
規定に基づいてＹに支払うべき還付充当金に
つき、連帯して保証する旨書面で合意した。

⑵　ア　平成25年２月17日、ＢとＣの間で、
以下の内容で本件売買契約が成立した。
（ア）売主　　Ｂ
（イ）買主　　Ｃ
（ウ）目的物　本件土地及び本件建物
（エ）代金　　�本件土地と本件建物を一括し

て1300万円
（オ）手付金　�130万円（本件売買契約締結日

に売主・買主間で授受）
（カ）売買残代金の支払期限　
 　�　金融機関融資実行日限り、所有権移転
登記及び保存登記の書類が完成し司法書
士が責任を持ちたる時又は登記所が受け
付けると同時に家屋を引渡し買主は売主
に支払う。

（キ）仲介手数料　
 　�　売主・買主それぞれ47万2500円（消費
税込）。ただし、売買契約締結時に２分の
１、売買契約に定める全債務の履行完了
時に残額をＸ１に対し支払う。

イ　本件売買契約は、Ｘ１が媒介をし、取引
主任者はＸ１従業員のＤであった。
　本件売買契約当時、本件土地の登記名義人
はＢの父であるＥ（平成11年死亡）であり、
その相続人はＢ、その姉のＦ、Ｇの3人であ

ったが、Ｄは、重要事項説明書に、本件土地
及び本件建物ともに登記名義人はＢである旨
記載し、そのとおり売主及び買主に説明した
（本件売買契約締結前にＤが上記説明を訂正
し、重要事項説明書の誤記を改めたか否か争
いがある。）。
ウ　本件売買契約締結時、ＣはＢに対し、手
付金130万円を交付した。また、Ｂは、Ｘ１
に対し、仲介手数料の半額である23万6250円
（消費税込）を支払った。

⑶　ア　Ｃは、平成25年２月24日、Ｘ１を親
族と訪ね、本件売買契約の解除を求め、また
Ｂを呼ぶことを求めた。Ｄ及びＢは、相続に
よる登記手続を行うべく努力しているとし
て、本件売買契約の解除を思いとどまらせよ
うとしたが、最終的に本件売買契約の解除に
応じた。
イ　Ｃは、同年3月12日、Ｙに対し、Ｄが本
件売買契約締結に先立ち重要事項説明書に基
づいて説明する際、本件土地の登記名義人が
真実はＥであるにもかかわらず、売主Ｂであ
ると不実の説明をし、本件売買契約を締結す
べきか否かの判断を誤らせたため、Ｂに支払
った手付金130万円と、Ｘ１に対し支払った
仲介手数料23万6250円の合計153万6250円の
損害を受けたとして、法64条の8第２項の認
証を求めた。これに対し、Ｙは、上記申し出
を認証し、平成26年3月27日、Ｃは弁済業務
保証金から上記同額の金員の還付を受けた。
ウ　Ｙは、Ｘ１に対し、同年3月28日付け還
付充当金納付請求書をもって、Ｃが弁済を受
けた還付額に相当する還付充当金153万6250
円を、同請求書を受け取った日から２週間以
内に納付するように請求し、同請求書は、同
年4月１日、Ｘ１に到達したが、Ｘ１は。期
限内に納付しなかったため、同月16日付けで
Ｙの社員たる地位を失った。
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［争点及びこれに関する当事者の主張］
⑴　Ｘ１の債務不履行の有無
ア　Ｙの主張
（ア）Ｘ１の取引主任者であるＤは、本件売
買契約の締結に当たり、法47条１号イ及び法
35条１項１号に違反して、本件土地の所有権
の登記名義人（以下「所有名義人」という。）
がＥであることを知りながら、Ｂであるとい
う虚偽の説明をした。
（イ）Ｄが、本件売買契約締結当時、本件土
地の所有名義人がＢでないことを知らなかっ
たとしても、Ｘ１は、Ｃに対し、仲介契約の
本旨に従い、善良な管理者として、目的不動
産の瑕疵、権利者の真偽等につき取引上不測
の損害を被らせないように配慮すべき注意義
務を負うところ、本件売買契約の媒介を担当
したＸ１の取引主任者であるＤは、本件売買
契約の締結に当たり、目的不動産である本件
土地の所有名義人という基本的事項の確認を
怠り、重要事項説明書の記載事項である所有
名義人（法35条１項１号）をＥとすべきであ
るのにＢと記載し、その旨を説明したのであ
るから、Ｘ１には仲介契約上の善管注意義務
違反がある。
（ウ）仮に、Ｄが、重要事項の説明において
本件土地の所有名義人がＢである旨の誤った
説明をした際に、Ｂの指摘によりその場で訂
正していたとしても、本件土地をＢの単独取
得とする旨の遺産分割協議が整わない限り、
Ｃに対する所有権移転登記はできないのであ
るから、宅地建物取引業者としては、登記を
移転するために必要な手続及び登記が可能と
なる時期について具体的に説明する義務、そ
れができないときには売買契約の締結を中止
ないし延期し、少なくとも予定されている所
有権移転登記手続の日までに移転登記ができ
ない可能性があることについて、注意、助言
を行う義務があるところ、Ｄはこれを怠った

ものであるから、Ｘ１には仲介契約上の善管
注意義務違反がある。

イ　Ｘらの主張
（ア）Ｙの主張は否認し争う。
（イ）Ｄは、本件売買契約の締結に当たり重
要事項の説明をした際、本件土地の所有名義
人がＢであると誤った説明を一旦はしたが、
Ｂから、所有名義人がＥであること、Ｅは死
亡し、Ｂ、Ｆ及びＧが相続人であること、Ｆ
が行方不明であるためＥ名義のままとなって
いることを指摘されたことから、即座にその
場で説明を訂正し、重要事項説明書の該当箇
所を訂正したものと差し替えてＣに交付し
た。
　Ｃは、上記訂正後の説明を聞いた上で、本
件売買契約を締結したものであるから、Ｄに
説明義務の懈怠はない。

⑵　ＣのＸ１に対する債権について
ア　Ｙの主張
（ア）仲介手数料相当額の不当利得返還請求
権
Ｃは、Ｄから本件土地の売主と所有名義人

が一致していないとの説明を受けていれば、
そもそも本件売買契約を締結しておらず、
Ｘ１の報酬請求権も発生しなかったものであ
り、本件売買契約がＸ１の善管注意義務違反
により解除されるに至ったものであるから、
Ｘ１の報酬請求権は発生しないものである。
したがって、Ｘ１は、Ｃが支払った仲介手数
料23万6250円を受領する法律上の原因がない
から、Ｃは、Ｘ１に対し、同額の不当利得返
還請求権を有する。
（イ）手付金相当額の損害賠償請求権
Ｃは、Ｘ１の債務不履行に当たる前記⑴ア

の仲介契約上の義務違反がなければ、本件売
買契約を締結することもなく、手付金をＢに
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交付することもなかったのであるから、Ｘ１
の上記債務不履行とＣの手付金の出捐との間
には相当因果関係がある。したがって、Ｃは
Ｘ１に対し、債務不履行による損害賠償とし
て、手付金相当額130万円の損害賠償請求権
を有する。
仮に、Ｃが手付金を放棄して本件売買契約
を解除する意思表示をしたとしても、それは、
Ｄが、Ｃに対して解除を認めようとしない対
応に終始したばかりか、Ｂに対して手付金は
返さなくてもよいという発言をして、ＢがＣ
に手付金を返還しない状況を作出したため、
Ｃが、法的無知から契約を解除するためには
手付金を放棄するしかないと思い込み、「も
うええわ！お金はいらんわ！」との発言をし
たにすぎないものであるから、Ｂに交付した
手付金相当額は、Ｘ１の上記債務不履行と相
当因果関係のある損害であることは明らかで
ある。
（ウ）Ｂが本件売買契約に基づく本件土地の
所有権移転登記義務を単独で履行できないと
いう債務不履行を生じさせる原因を作出した
Ｘらが、下記イ（ウ）の主張をすることは、
信義に反し、許されない。
イ　Ｘらの主張
（ア）Ｙの主張は争う。
（イ）Ｃは、本件売買契約締結当時、両親と
同居していた住所から早急に立ち退かなけれ
ばならない必要もなく、他方、Ｅの相続人で
事実上行方不明であった相続人も、戸籍の附
表に登録された住所に郵便物が送達され、Ｄ
が同所に赴いて面談することができたことに
鑑みれば、本件土地につき遺産分割協議を成
立させて所有権移転登記手続を行うことにさ
ほどの期間を要することはなかったと想定さ
れるから、本件売買契約をその締結後１週間
余りのうちに手付金を放棄してまで解除する
必要はなかったものである。それにもかかわ

らず、Ｃは、自ら手付金を放棄して本件売買
契約を解除したのであるから、手付金相当額
は相当因果関係のある損害とはいえない。
（ウ）Ｃは、Ｂに対し、売買代金を提供した
上で、売買による所有権移転登記手続の履行
を催告し、Ｂが相当期間内に履行することが
できなければ、Ｂの債務不履行により本件売
買契約を法定解除すれば足りるのであり、手
付放棄による解除をする必要はなかったので
あるから、手付金相当額は相当因果関係のあ
る損害とはいえない。

［当裁判所の判断］
１　当裁判所も、Ｙの請求は全部理由がある
ものと判断する。その理由は、以下のとおり
である。

２　認定事実
⑴　前提事実並びに証拠及び弁論の全趣旨に
よれば、次のとおり認められる。
ア　平成25年２月17日の本件売買契約当時、
本件土地建物の所有名義人はＢであったが、
本件土地の所有名義人はＥであり、本件土地
建物について、平成11年3月19日付けでＢを
債務者とする●の抵当権が設定されていた。
Ｅは、平成11年に死亡し、その相続人は、Ｂ、
Ｆ及びＧであったところ、Ｆは、Ｅの存命中
から行方不明であり、Ｂは、本件売買契約当
時、Ｆの居所も判らない状態であった。
イ　Ｃは、親戚のＨがＸ１の営業担当社員で
あるＩと付き合いがあったことを契機とし
て、Ｘ１から本件土地建物の紹介を受け、平
成25年２月5日に●に売買代金融資の仮審査
を申し込み、同月14日には借入可能との回答
を受けた。
ウ　ＢとＣは、同月17日、Ｘ１の仲介のもと
で本件売買契約を締結するためにＸ１に集ま
り、契約締結に先立ち、Ｘ１の取引主任者で
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あるＤから、重要事項の説明を受けた。Ｄは、
本件土地の所有名義人は本件建物と同様にＢ
であると思い込んでいたことから、重要事項
説明書にもそのように記載した上で説明をし
た。同説明の後、ＢとＣは、本件売買契約の
履行について、Ｃが同月26日に住宅ローンの
本申込みを行い、同年3月15日を売買残代金
の決済日とすることなどを話し合い、本件売
買契約を締結した
エ　Ｃは、同年２月23日夜、Ｉから、本件土
地の所有名義人がＢの亡父Ｅであり、このま
まではローン申請ができず、登記名義を移転
するにはＢの姉らの印鑑が必要となる旨の連
絡を受けるとともに、重要事項説明書の差替
えを依頼されたことから、不審に思い、翌日
にＸ１に行くことにした。
オ　Ｃは、同月24日午前、Ｃの母とＨを同伴
してＸ１を訪ね、Ｄが対応した。Ｃは、本件
土地の所有名義人がＢでなかったことから、
そのような物件なら契約できないとして、本
件売買契約の解除と返金を求めたが、Ｄは、
本件土地の名義をＢに変えるように今動いて
いるから待つように説得した。Ｃの要望によ
りＸ１に来たＢは、昨日、印鑑をもらうため
にＦの住所と思われる場所を尋ねて行った
が、そこにはＦはいなかったこと、警察や市
役所に行って失踪届を出すかどうかの話をし
てきたことを話した。Ｃは、Ｈらと共に、Ｄ
に責任を取るよう求め、Ｄは、Ｃからの要望
を受けて、ＥとＢが同一人物と思って契約し
たのは自分の間違いである旨記した書面を作
成してＣに交付した。その後、Ｃらは、Ｘ１
を退出した。
カ　Ｃは、Ｈらとともに、同月24日午後７時
過ぎ頃、再びＸ１を訪ね、Ｄ及び呼出しを受
けたＢと話合いを行った。Ｃは、本件売買契
約の解除と返金を求めたが、Ｂは、Ｄに対応
を預け、Ｄは、待てば解決できる、司法書士

にも相談しているなどとしてＣの要求に応じ
なかったため、話合いは平行線を辿った後、
Ｃが、「もうえわ！お金はいらんわ！」等と
述べ、Ｂも本件売買契約の解除を了解し、本
件売買契約につき「此の度2013年２月24日付
契約解除につき相方話し合いの上合意しまし
た。この契約解除に付きまして一際意義申し
立てありませんことを誓約致します。」と記
載した書面にＢ及びＣが署名押印し、仲介人
としてＸ１も記名押印した。
キ　Ｄは、同年4月19日ころから同月30日こ
ろまでの間、●弁護士との間で、Ｆについて
不在者財産管理人を選任する件につき必要と
される添付書類や手数料についてＢ、Ｘ１で
やりとりをした。
ク　Ｄは、同年6月3日、Ｙにて行われた事
情聴取会において、意見等を述べる機会を与
えられて、「今回の問題はですね、私が謄本
の見間違えで土地がお父さん名義、建物がお
子さん名義で、名前がよく似てて●で１回、
借り換えで１回、２回やってましたので、そ
の２文字を見間違えたところに問題が起こっ
て、それについて抵当権が付いてまして、当
初、●の抵当権が付いていたのです。（中略）
土地建物が似てたものでＥとＢの名前の見間
違えをして、抵当権者が●とばかり思ってい
たのですが、平成24年７月20日をもって、債
権が●へ譲渡されてて、●と話している時に、
土地建物の名義が違うということを指摘され
たので、それで重要事項説明書が間違ってて、
Ｉが重説の書き直しをして下さいと言ったと
ころが、このＣさんと、その親戚のＨさん、
この方が今まで当社と長い間取引していた信
頼関係もあって、ところが手付金を流すから
契約を解除したいと。うちの方は手金流して
解除することは言っていないのですけども、
長時間に渡って報告書にも書いてあるよう
に、もう暴力的行為でボロカスに言われてで
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すね、」等と述べ、「条件が整えばローンが付
けばすぐ取引するべしで、お互いに契約され
ているわけですよね。」との問いに対して、
「相続登記があるとは夢にも思って・・・。」
と答え、続いて、「仲介業者もそうかもしれ
ませんけど、買主さんにしてもですよ、そう
いう認識も無しに契約されて、手金も仲介手
数料もね、すぐ取引できるということでお支
払いされているということですよね。」との
問いに対して、「私もそのつもりでおりまし
たから。」と答え、「説明も土地所有者が違う
というこことは出来てなかったということで
すよね。」との問いに対して、「そうです。（後
略）」と答えた。
⑵　Ｘらは、Ｄは、本件売買契約締結に当た
り重要事項の説明をした際、本件土地の所有
名義人がＢであるとの誤った説明を一旦はし
たが、Ｂから所有名義人がＥであること、Ｅ
は死亡し、Ｂ及びその姉２名が相続人である
こと、長姉が行方不明であるためＥ名義のま
まとなっていることを指摘されたことから、
即座にその場でその説明を訂正し、重要事項
説明書の該当箇所を訂正したものと差し替え
て交付し、Ｃは訂正後の説明を聞いた上で、
本件売買契約を締結した旨主張し、Ｄ及びＢ
の陳述書には、同主張に添う部分がある。
しかしながら、上記各陳述部分は、土地の
所有名義人と売主が異なること、所有名義人
は死亡していること、遺産分割手続が未了で
あること、相続人の一人が行方不明であるこ
とを売買契約の当日になって初めて買主が知
ったということを述べるものであるところ、
これらの事実は、買主にとって売買契約を締
結するかどうかを決する上で重要な事項であ
り、所有権移転登記の可否や時期について疑
義を生じさせる事由であるにもかかわらず、
質問や特段の説明もないままＣが本件売買契
約を締結するに至ったというのは、仮にＣに

おいて早急に本件建物に転居する必要がなか
ったとしても、通常の買主の行動としては不
自然不合理であることに加え、Ｄの重要事項
の説明においても、単に訂正をするだけで済
むような事柄ではないにもかかわらず、上記
各供述部分がこの点に関する具体的な状況に
ついて何ら触れてないことも不自然というべ
きであり、さらに、前記⑴で認定した本件売
買契約の解除に至るまでの経過や本件事情聴
取会におけるＤの供述内容に照らすと、上記
供述部分は信用することができない。
なお、Ｘらは、Ｄが、本件事情聴取会にお

いて、Ｘらがどのような嫌疑を受けているか
十分に理解していなかったため、そこでの説
明等が誤解を招く表現になっていると主張す
るが、証拠によれば、本件事情聴取会は、Ｃ
からＸ１による本件売買契約に係る仲介につ
いて苦情解決申出があったことにより、Ｙと
Ｘ１との間で文書等のやりとりを行った上、
Ｘ１が面談を希望したことから行われたもの
であることが認められ、このような経過で行
われた本件事情聴取会が何を問題とし、何を
事情聴取するために行われるのかについて、
Ｘらが理解していなかったとは到底考えられ
ず、本件事情聴取会議事録全体の内容に照ら
しても、本件事情聴取会におけるＤの説明や
応答内容が、事態を理解せず誤解を生じる表
現になったものであると認めることはできな
い。

3　判断
⑴　Ｘ１の債務不履行責任について
ア　前記前提事実⑵イ及び前記２⑴の認定事
実ア、ウによれば、本件売買契約の目的物で
ある本件土地建物のうち、本件土地の所有名
義人はＥであったのに、本件売買契約を仲介
したＸ１の取引主任者であるＤは、本件売買
契約の締結に先立つ重要事項の説明におい
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て、買主であるＣに対し、そのことについて
何ら説明していないことが認められる。
しかしながら、Ｄが、Ｃに対して重要事項
を説明した際、本件土地の所有名義人がＥで
あることを知りながら、Ｂであるとの虚偽の
説明をしたことを認めるに足りる的確な証拠
はない。
したがって、Ｙの前記第２の4⑴ア（ア）
の主張は、採用することができない。
イ　宅地建物取引業者は、不動産の売買契約
を媒介する場合、売買契約の当事者に対し、
売買契約が成立するまでの間に、取引主任者
をして売買不動産の所有名義人等を記載した
重要事項説明書を交付した上説明しなければ
ならないとされている（法35条１項１号）こ
とに鑑みると、売買不動産の所有名義人が誰
であるかは、売買契約の履行の実現に関わる
重要事項として、契約前に説明されなければ
ならないものであり、当該事項を正しく説明
することは、宅地建物取引業者が不動産売買
契約を媒介する上で求められる基本的かつ重
要な業務上の義務であると解される。
この点に関して本件をみてみると、前提事実
⑵イ及び前記認定事実ウによれば、Ｘ１の取
引主任者であるＤは、本件土地の所有名義人
が売主のＢであると軽信して、Ｃに対し、そ
の旨の誤った内容の記載がされた重要事項説
明書を交付してその旨の誤った説明をし、本
件売買契約が締結されたことが認められ、以
上の事実関係によると、Ｘ１には、Ｃに対す
る関係で、仲介契約における債務不履行とな
る仲介契約上の義務違反があることが明らか
であるというべきである。
したがって、Ｙの前記第２の4⑴ア（イ）
の主張は理由がある。

⑵　ＣのＸ１に対する債権について
ア　仲介手数料相当額の不当利益返還請求権

について
（ア）前提事実⑶ア及び前記認定事実エ、オ
によれば、Ｃは、本件売買契約締結後代金決
済前の平成25年２月23日に、本件土地建物の
うち、本件土地の所有名義人がＢではなく、
Ｅであること及びこのままでは住宅ローンの
申請ができないことをＸ１のＩから知らさ
れ、翌24日に、Ｂ及びＤに対し、所有名義人
が売主と異なる土地の買受けはできないとし
て本件売買契約の解除を申し入れ、話合いを
したが、Ｄが同申入れを受け入れない対応に
終始したため、やむなく手付を放棄して本件
売買契約を解除する旨の発言をし、Ｂも契約
解除に応じたことから、ようやく本件売買契
約が解除されるに至ったことが認められる。
以上の事実関係によると、本件売買契約は、

前記⑴イで説示したＸ１の債務不履行に起因
して解除になったものであると認められるの
であり、Ｘ１の上記債務不履行がなければ、
そもそも本件売買契約が締結されることはな
く、Ｘ１の報酬請求権も発生しなかったとい
うことができるから、本件売買契約に関して
は、Ｘ１は報酬を請求し得ないものと解する
のが相当である。
（イ）前提事実⑵ウによれば、Ｃは、Ｘ１に
対し、本件売買契約に係る仲介手数料として
23万6250円を支払ったことが認められる。
（ウ）以上によれば、Ｘ１は、Ｃから支払を
受けた前記（イ）の金員を受領する法律上の
原因がないというべきであるから、Ｃは、Ｘ
１に対し、不当利益返還請求権に基づき、既
払の仲介手数料相当額23万6250円の返還請求
権を有するものである。

イ　手付金相当額の損害賠償請求権について
（ア）前記ア（ア）で認められる事実関係に
よれば、Ｃは、前記⑴イで説示したＸ１の債
務不履行がなければ、本件売買契約を締結す
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ることもなく、手付金をＢに交付することも
なかったということができるのであり、また、
手付を放棄して本件売買契約を解除すること
にもならなかったと解されるから、手付とし
て出損した手付金相当額130万円は、Ｘ１の
上記債務不履行と相当因果関係のある損害に
当たると認めるのが相当である。
（イ）この点について、Ｘらは、本件土地の
所有名義人がＥであり、同人の相続人の一人
であるＦが行方不明であっても、戸籍の附票
に登録された住所に居住していることが判明
し、Ｄが会って面談することができたことに
鑑みれば、遺産分割協議を調えた上で所有権
移転登記手続を行うことにさほどの期間を要
することはなく、Ｃは手付金を放棄して解除
する必要はなかったと主張する。
しかし、証拠によれば、ＤがＦと面談した
のは平成27年5月24日のことであり、前記認
定事実オないしキによれば、本件売買契約が
解除された平成25年２月24日の時点では、Ｆ
の所在は判明しておらず、その意向の確認も
できていなかったし、同年4月末の時点でも、
本件土地の遺産分割協議を進めるために必要
なＦについて不在者財産管理人を選任する申
立てにも至っていなかったことが認められ、
また、その頃に以上のような状態が好転する
契機となる事情の存在をうかがわせる証拠も
ない。これらの状況に照らすと、本件土地に
つき、本件売買契約締結日である同年２月17
日又は同日のＣとＢの話合いにより売買残代
金の決済予定日とされた同年3月15日（前記
認定事実ウ）の時点からさほど期間を要する
ことなくＣに対する所有権移転登記手続を行
うことが可能であったと認めることはできな
い上、証拠によれば、本件土地建物は、同年
6月28日に、設定されていた抵当権に基づく
担保不動産競売開始決定がされたことが認め
られる。これらの事実関係に照らすと、本件

売買契約の目的不動産である本件土地の所有
名義人が売主ではなく、その被相続人の名義
であり、かつ、本件土地についての遺産分割
手続が未了で、しかもその相続人の一人が行
方不明であるという事態において、買主であ
るＣが、完全な所有権の取得を危ぶみ、所有
権が取得できるとしてもその時期が不明なも
のと受け止め、そのような本件土地を購入す
ることができないと判断することは、買主と
して通常やむを得ないことということができ
る。
以上のことからすると、Ｘらの主張は、そ

の前提とする本件土地につきさほどの期間を
要することなくＣに対する所有権移転登記手
続を行うことができることについて根拠を欠
くものというほかなく、採用することができ
ない。
（ウ）Ｘらは、Ｃは、Ｂに対し、売買代金を
提供した上で、Ｂに履行を催告し、Ｂが相当
期間内に履行しなければ、本件売買契約を解
除することができるのであるから、手付金を
放棄してまで解除する必要はなかったとも主
張する。
しかしながら、Ｃが手付を放棄して本件売

買契約を解除したことがやむを得ない理由に
よるものと認められることは、前記⑵ア（ア）
で説示したとおりであることに加え、前提事
実⑵アによれば、本件売買契約における残代
金の支払期限は融資実行日とされていたとこ
ろ、住宅ローンを取り扱う金融機関は売買の
目的不動産に抵当権を設定することを前提と
して融資を実行するものであることに鑑みれ
ば、本件土地の所有名義人がＥのままであっ
て、Ｃが本件土地につき所有権移転登記を受
けられないという状況のもとで、Ｃにおいて
先に融資の実行を受けて本件売買残代金の履
行の提供を行うことは、困難といわざるを得
ない。
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以上のことからすると、Ｘらの上記主張も、
前提を欠くものというべきであり、採用する
ことができない。
（エ）以上によれば、Ｃは、Ｘ１に対し、仲
介契約における債務不履行に基づき、手付金
相当額130万円の損害につき賠償請求権を有
するものである。

4�　ＹのＸ１に対する還付充当金の納付請求
権について
前提事実⑶イ、ウによれば、Ｙは、Ｃに対
し、ＣのＸ１に対する前記3の⑵ア（ウ）の
不当利得返還請求権及び同⑵イ（エ）の損害
賠償請求権に基づく合計153万6250円の債権
につき、法64条の8第１、２項所定の手続を
経て弁済をし、法64条の10第１、２項に基づ
き、Ｘ１に対し、平成26年4月15日を納付期
限とする同額の還付充当金納付請求権を取得
したことが認められる。

5�　ＹのＸ２に対する保証債務履行請求権に
ついて
前提事実⑴ウによれば、Ｘ２は、Ｙに対し、
Ｘ１のＹに対する前記4の還付充当金納付債
務について、連帯保証債務を負うことが認め
られる。

6　結語
以上によれば、ＹのＸらに対する請求は全
部理由があることから、これを認容した原判
決は相当である。
よって、本件控訴は理由がないことからこ
れを棄却することとして、主文のとおり判決
する。

2 ．委員会における指摘事項

［不動産売買と相続登記について］
・相続登記が必要な事案において行方不明者
がいる場合、失踪宣告などを行う方法もあ
るが、裁判書の許可を得るにも相当の時間
がかかり、また、失踪者の相続人の問題な
ども考えられ、簡単に解決されるとはいえ
ない。仲介業者としては、相続登記完了が
確認されなければ、仲介を行うことはまず
困難であると思われる。

［買主は違約解除できるかについて］
・相続登記ができないという合理的な理由
で、売主は社会通念上契約の履行ができな
いのであるから、買主は履行の提供を行わ
ずとも売主に対し、「①合理的な期間内に
相続登記がなされなかった」として違約解
除を行う、あるいは、「②期間を区切り、
同期間内に相続登記の履行がされなければ
売主は違約解除する」と催告した上で違約
解除を行うことができると思われる。

［過重抵当物件と仲介業者の対応について］
・売主の資力に不安がある場合、一般的には
一括決済により取引が行われていると思わ
れる。手付金を仲介業者が預かるケースが
あるとのことだが、その場合、仲介業者が
手付金をめぐるトラブルに巻き込まれ、売
主・買主双方から責任追及される可能性が
あることから、勧められる方法ではない。

［仲介業者の紛争解決調整について］
・仲介業者が、売主・買主間の紛争に関し、「契
約を解除する必要はない」などのアドバイ
スを行うことは、場合によっては両者から
責任を追及されるという違った問題を発生
させる恐れがある。
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3 ．参考資料

【最高裁判例】　
＜履行遅滞・不能に関するもの＞
１．�最一判　昭和25年10月26日　昭24（オ）
306号　判例タイムズ７-52

（判旨）
他人物売買において、売主がその権利を取
得してこれを買主に移転することができない
ときは、その履行の不能が、原始的であるか
後発的であるかを問わず、また、売主の責に
帰すべき事由によるものか否かを問わず、買
主はただそれだけの事由に基づき契約の解除
をすることができる。
（事案）
第三者の所有である建物の売買において、
売主がこれを取得して買主に移転することが
できないことから、買主が契約を解除し売主
に交付した内金の返還を求めた事案

２．�最一判　昭和51年12月２日　昭51（オ）
291号　判例時報852-64

（判旨）
双務契約の当事者の一方が、相手方の債務
と同時履行の関係にある自らの反対給付の提
供をすることなしに、相手方の履行遅滞を理
由としてした契約解除は、相手方の履行遅滞
があれば催告を要することなく契約を解除し
うる旨の特約がある場合においても、その効
力を生じない。
（事案）
土地売買契約において、売主が同時履行の
関係にある所有権移転登記義務の履行の提供
をすることなく、買主の履行遅滞を理由に本
件土地売買契約の解除を主張した事案。

＜仲介業者の責任に関するもの＞
3．�最一判　昭和33年6月14日　昭32（オ）
1171号　民集12巻9号1492頁

（判旨）
宅地建物取引業者は、直接の委託関係はな

くても、業者の介入に信頼して取引するに至
つた第三者に対して、信義誠実を旨とし、権
利者の真偽につき格別に注意する等の業務上
の一般的注意義務がある。
（事案）
仲介業者らが地面師を地主と誤信して借主

に紹介し、土地賃貸借契約を締結させたため、
借主が権利金を騙し取られたことから、借主
が借主側業者及び貸主側業者に対し損害賠償
を求めた事案。

＜相続財産の売却に関するもの＞
4．�最二判　昭和36年12月15日　昭33（オ）
517号　民集第15巻11号2865頁

（判旨）
不動産の買主が、その売主の相続人に対し、

売買を原因として、当該不動産について所有
権移転登記を求める訴訟は、その相続人が数
人いるときでも、必要的共同訴訟ではない。
（事案）
被相続人より土地・建物を購入した買主が、

契約に基づき相続人の１人に対し所有権移転
の登記を請求したのに対し、相続人が、相続
人の一人に対する本件請求は効力がないと抗
弁した事案。

【下級審判例】　
＜仲介業者の責任に関するもの（積極）＞
5．�東京高判　平成１年２月6日　判例タイ
ムズ主要民事判例解説735-106

買主が不動産仲介業者の仲介により、昭和
37年に土地を購入したところ、昭和54年に、
売買契約の売主調印は無権代理人によるもの
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として所有権移転登記を得ることができなか
ったため、仲介業者に対し土地の時価相当額
１億8000万円の損害賠償を請求した事案にお
いて、仲介業者の仲介契約上の債務不履行に
よる損害として、買主の支払済代金相当額
300万円を認めた事例

6．�東京地判　昭和57年4月21日　判例時報
1047-119
抵当権について調査済であるとした仲介業
者を信用して不動産を購入し、手付金・内金
計700万円を支払ったが、売主倒産により150
万円しか取り戻すことができなかった買主
が、仲介業者に対し損害賠償を請求した事案
において、仲介業者には目的不動産の瑕疵、
取引当事者の権限の有無等について充分注意
すべき業務上の一般的注意義務があったとし
て、買主の損害額550万円の損害賠償を認め
た事例

７．�熊本地判　平成8年9月4日　RETIO45-75
賃貸借契約の媒介において、媒介業者が登
記簿謄本の調査を怠って、差押登記の存在を
看過したため、後日借主が建物明渡しを余儀
なくされた事案において、媒介業者は差押登
記の有無を確認する注意義務を怠ったとし
て、敷金、礼金、引越費用の支払いを命じた
事例

＜仲介業者の責任（消極）＞
8．�東京地判　昭和61年７月30日　判例タイ
ムズ641-146
不動産を購入した買主が、根抵当権の実行
により不動産の所有権を取得できなくなった
として、仲介を行った不動産仲介業者に対し、
媒介契約上の債務不履行に基づく損害賠償を
請求した事案において、不動産仲介業者には、
一見して履行を困難ならしめるような事情が

現れている場合は格別、そのようなことが窺
われない場合に、進んで契約当事者が契約を
履行できるか否かまで調査すべき義務はない
として、不動産仲介業者に注意義務違反はな
いとした事例

9．�東京地判　平成19年6月5日　
　　RETIO75-82
借主が、仲介業者の取引主任者から貸主の

資力信用に関する誤った説明又は不適切な説
明を受けたために、建物について根抵当権の
実行を受ける可能性があった貸主と建物賃貸
借契約を締結し、その後貸主の破綻により預
託した手付金等が回収できないなどの損害を
負ったとして、取引主任者に対して不法行為
責任を、仲介業者に対して使用者責任に基づ
き損害賠償を請求した事案において、取引主
任者に重要事項の説明義務違反はなく、また、
貸主と担保権利者らとの交渉状況について調
査・説明する義務があるとはいえないとして、
借主の請求を棄却した事例

＜助言義務（積極）＞
10．�東京地判　平成27年3月25日　判例時報
2274-37

弁護士の依頼者に対する遺留分減殺請求権
行使の助言・確定義務違反・消滅時効の可能
性の助言・説明義務違反等を理由とする債務
不履行責任が認められた事例

＜助言義務（消極）＞
11．�東京地判　平成24年3月30日　判例タイ
ムズ1382-152

税理士である被告との間で税務顧問契約を
締結した原告が，被告に対し，消費税課税事
業者選択届出書の提出について助言等をする
義務を怠った債務不履行に基づく損害賠償を
求めたが，これを否定した事例
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【時系列】  

内容

－ ・買主Ｃは、Ｘ１から本件土地建物の紹介を受け、平成25年2月5日に〇〇金庫に

売買代金融資の仮審査を申し込み、同月14日には借入可能との回答を受けた。 

平成25年2月17日 ・Ｘ１（取引主任者：Ｄ）、買主Ｃに対し、本件土地の登記名義人は売主Ｂである

（実際はＥ）とした誤った重要事項説明を行う。 

・本件土地建物につき金額1300万円にて、買主Ｃは売主Ｂと本件売買契約を締結し、

手付金130万円を交付するとともに、Ｘ１に仲介手数料の半額23万円余を支払った。

平成25年2月23日 ・Ｃは、Ｘ１（Ｉ）より、本件土地の名義人が亡Ｅであり、このままではローン

の申請ができず、登記名義移転にはＧ及び行方不明であるＦらの印鑑が必要と

なる旨の連絡を受ける。 

平成25年2月24日 ・Ｃは、Ｘ１（Ｄ）に対し、本件土地名義人がＢでなかったことにつきクレーム

を述べ、本件売買契約の解除を求める。Ｘ１は重要事項説明の土地登記名義人

の誤りは認めるが、本件契約は決済まで履行して欲しいと要望する。 

・Ｃは、同日再度Ｘ１を訪問する。 

Ｘ１及びＢに対し、「登記名義人が亡Ｅであることを知っていれば契約を行わな

かった」として本件売買契約の解除を要求するが、Ｂは対応をＸ１に預け、Ｘ１

は解除になかなか応じなかった。 

・Ｃは、Ｘ１が契約解除を聞き入れないことから、登記移転が登記可能となる期

限の明示を要求するが、Ｘ１は相続登記手続を行うべく努力しているとして、本

件売買契約の解除を思いとどまらせようとした。 
・長時間に及ぶ交渉は深夜まで平行線をたどり、やむを得ずＣは手付金放棄によ

り本件売買契約の解除をした。 

平成25年3月12日 ・Ｃ、Ｙに対し、Ｘ１の重要事項説明の誤った説明により損害を負ったとして、放棄し

た手付金130万円、支払った仲介手数料23万円余、合計153万円余の認証を求める。

平成25年6月17日 ・抵当権者の代位により、本件土地所有権登記につき、Ｂ、Ｆ、Ｇ（各持分1/3）とし

た相続登記がなされる。 

平成25年7月1日 ・本件土地建物、Ｂの債権者●により差押登記がなされる。 

平成26年2月6日 ・本件土地建物、競売により第三者に所有権移転される。 

平成26年3月27日 ・ＹはＣの申し出を認証し、請求全額の還付を行う。 

平成26年3月28日 ・Ｙは、Ｘ１（連帯保証人Ｘ２）に対し、還付充当金の納付を請求する。 

平成26年4月16日 ・Ｘ１は、還付充当金の納付を行わず、Ｙの社員資格を喪失する。 

平成26年5月8日 ・Ｘ１は、還付充当金納付義務の不存在の確認を求め、訴訟を提起。 

平成26年8月18日 ・Ｙは、還付充当金の納付を求め反訴を提起。Ｘ１は訴えを取り下げる。 

平成27年5月24日 ・行方不明であった売主Ｂの姉Ｆの行方が判明する。 

平成27年7月10日 ・東京地裁、Ｙの請求を全部認容する。 

平成27年7月23日 ・Ｘ１ら、東京高裁に控訴する。 

平成27年12月3日 ・東京高裁、Ｘ１らの請求を棄却する。 

平成27年12月18日 ・Ｘ１ら、最高裁に上告。 

平成28年2月13日 ・上告棄却、上告受理申立棄却。 

年月日


